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地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

七
月
七
日
付
で
専
決
処
分
し
た
も

の
で
す
。

　

内
容
は
、
公
共
施
設
の
ア
ス
ベ

ス
ト
調
査
委
託
料
八
十
万
円
、
給

食
セ
ン
タ
ー
浄
化
槽
の
修
繕
料
一

百
六
十
八
万
円
を
追
加
し
た
も
の

で
す
。
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地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

八
月
八
日
付
で
専
決
処
分
し
た
も

の
で
す
。

　

内
容
は
、
衆
議
院
の
解
散
に
よ

る
衆
議
院
議
員
総
選
挙
及
び
最
高

裁
判
所
裁
判
官
の
国
民
審
査
の
経

費
五
百
九
万
七
千
円
を
追
加
し
た

も
の
で
す
。
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地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

八
月
八
日
付
で
専
決
処
分
し
た
も

の
で
す
。

　

内
容
は
、
平
成
十
六
年
度
の
老

人
保
健
交
付
金
の
精
算
確
定
に
よ
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歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
一
千
七

百
二
十
九
万
一
千
円
を
追
加
し
予

算
総
額
を
、
二
十
六
億
九
千
五
百

三
十
六
万
円
と
し
ま
し
た
。

　

内
容
は
、
渡
島
廃
棄
物
処
理
広

域
連
合
負
担
金
二
百
五
万
一
千
円
、

本
別
漁
港
整
備
事
業
負
担
金
二
百

十
三
万
三
千
円
、
中
央
公
民
館
空

調
室
の
ア
ス
ベ
ス
ト
の
除
去
工
事

請
負
費
二
百
五
十
万
円
の
追
加
が

主
で
す
。
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歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
三
百
三

十
九
万
円
を
追
加
し
予
算
総
額
を
、

六
億
三
千
八
百
四
十
三
万
六
千
円

と
し
ま
し
た
。

　

内
容
は
、
退
職
者
医
療
交
付
金

の
過
年
度
分
の
精
算
に
伴
う
償
還

金
二
百
二
十
三
万
一
千
円
の
追
加

が
主
で
す
。
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歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
一
百
四

十
一
万
八
千
円
を
追
加
し
予
算
総

額
を
、
五
億
一
千
一
万
九
千
円
と

�
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�
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�

り
、
超
過
交
付
分
の
償
還
金
と
し

て
六
百
四
十
九
万
四
千
円
を
追
加

し
た
も
の
で
す
。

し
ま
し
た
。

　

内
容
は
、
老
人
医
療
給
付
費
国

庫
負
担
金
の
過
年
度
分
の
精
算
に

伴
う
償
還
金
六
十
八
万
二
千
円
の

追
加
と
一
般
会
計
繰
入
金
の
精
算

に
よ
る
償
還
金
七
十
三
万
六
千
円

の
追
加
で
す
。
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歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
一
千
六

百
四
十
二
万
五
千
円
を
追
加
し
予

算
総
額
を
、
二
億
四
千
八
百
二
十

五
万
三
千
円
と
し
ま
し
た
。

　

内
容
は
、
在
宅
・
施
設
等
サ
ー

ビ
ス
給
付
費
五
百
十
八
万
円
の
追

加
と
国
庫
支
出
金
等
の
過
年
度
分

の
精
算
に
伴
う
償
還
金
六
百
五
十

一
万
九
千
円
の
追
加
が
主
で
す
。

�
��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�
�
�

　

内
容
は
、
町
表
彰
に
お
い
て
自

治
貢
献
賞
の
三
十
年
以
上
の
元
一

般
町
職
員
、
元
消
防
職
員
の
表
彰

及
び
社
会
貢
献
賞
の
納
税
功
労
と

し
て
納
税
貯
蓄
組
合
関
係
者
の
表

彰
を
削
除
し
た
も
の
な
ど
が
主
な

改
正
で
す
。

　

尚
、
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
さ
れ
、
本
年
度
の
表
彰

か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。
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内
容
は
、
国
が
行
政
機
関
の
職

員
等
違
反
者
に
対
す
る
罰
則
を
設

け
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
て
、
地

方
公
務
員
に
つ
い
て
も
罰
則
を
設

け
る
よ
う
通
達
が
あ
り
、
各
地
方

公
共
団
体
に
お
い
て
罰
則
を
整
備

し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
当
町
に

お
い
て
も
本
条
例
を
一
部
改
正
す

る
も
の
で
す
。

　

尚
、
こ
の
条
例
は
平
成
十
七
年

十
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
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内
容
は
、
鹿
部
町
の
公
の
施
設

の
管
理
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治

法
の
定
め
に
従
っ
て
現
在
は
、
直

営
と
管
理
委
託
で
管
理
を
行
っ
て

お
り
ま
す
が
、
平
成
十
五
年
に
地

方
自
治
法
が
改
正
さ
れ
、
平
成
十

八
年
九
月
ま
で
に
直
営
と
指
定
管

理
者
制
度
に
移
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
条
例
を

制
定
し
た
も
の
で
す
。

　

尚
、
こ
の
条
例
は
公
布
の
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
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内
容
は
、
鹿
部
町
公
の
施
設
に

係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続

等
に
関
す
る
条
例
に
よ
り
、
鹿
部

町
漁
業
系
廃
棄
物
リ
サ
イ
ク
ル
施

設
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ

せ
る
よ
う
改
正
し
た
も
の
で
す
。

　

尚
、
こ
の
条
例
は
公
布
の
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
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以
上
、
そ
の
他
の
六
議
案
に
つ

い
て
は
平
成
十
七
年
十
月
一
日
を

も
っ
て
、
八
雲
町
と
熊
石
町
が
合

併
す
る
こ
と
と
な
り
、
規
約
の
変

更
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
議
会
の

議
決
を
求
め
た
も
の
で
す
。
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満
場
一
致
で
、
小
笠
原
功
氏

（
字
本
別
三
一
四
番
地
の
一
）
が

選
任
さ
れ
ま
し
た
。
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内
容
は
、
現
規
則
を
廃
止
し
、

新
た
に
規
則
を
制
定
し
た
も
の
で

す
。
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次
の
意
見
書
を
可
決
し
、
関
係

省
庁
等
へ
提
出
し
ま
し
た
。
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バ
イ
パ
ス
工
事
に
よ
り
、
老
人

い
こ
い
の
家
が
立
て
替
え
と
な
り

ま
す
が
、
建
て
替
え
後
、
い
く
ら

か
料
金
を
徴
収
し
、
町
財
政
に
と

考
え
て
い
る
こ
と
は
、
私
も
同
感

で
あ
り
ま
し
た
が
、
利
用
し
て
い

る
方
々
の
話
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、

年
金
生
活
者
が
多
数
を
占
め
て
お

り
、
限
ら
れ
た
年
金
の
中
か
ら
介

護
保
険
等
、
色
々
な
こ
と
で
収
入

が
少
な
く
な
り
、
そ
れ
に
加
え
、

入
浴
料
ま
で
と
な
る
と
、
今
ま
で

毎
日
入
浴
し
て
い
た
も
の
が
、
入

浴
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
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い
こ
い
の
家
ま
で
歩
く
こ
と
、

そ
し
て
、
仲
間
と
の
語
ら
い
が
、

心
の
ケ
ア
に
つ
な
が
り
、
健
康
維

持
に
貢
献
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
意
見
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

町
財
政
厳
し
い
状
況
下
で
は
あ

り
ま
す
が
、
町
長
に
伺
い
た
い
こ

と
は
、
今
回
、
老
人
い
こ
い
の
家

の
利
用
者
の
話
に
耳
を
傾
け
る
考

え
が
な
い
の
か
。

　

ま
た
、
当
初
、
老
人
い
こ
い
の

家
建
設
に
あ
た
り
無
料
と
し
た
理

由
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
お
伺
い

致
し
ま
す
。
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町
財
産
の
再
利
用
に
つ
い
て
お

伺
い
致
し
ま
す
。

　

町
内
に
は
、
休
遊
地
、
ま
た
、

貸
し
付
け
し
て
い
る
町
有
地
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
土
地
を

処
分
し
て
、
町
財
政
に
反
映
さ
せ

る
べ
き
と
思
う
が
、
町
長
の
考
え

を
お
伺
い
致
し
ま
す
。

　

ま
た
、
間
歇
泉
公
園
の
温
泉
水

を
新
た
に
利
用
す
る
考
え
が
な
い

か
、
朝
九
時
か
ら
夕
方
五
時
ま
で

開
園
し
て
、
町
内
外
の
観
光
客
に

喜
ば
れ
、
年
間
何
万
人
も
の
観
光

客
が
訪
れ
、
年
間
約
二
千
二
百
万

円
の
収
入
が
あ
り
、
町
財
政
に
も

貢
献
し
て
い
る
こ
と
は
申
す
ま
で

も
な
い
と
思
い
ま
す
。
夕
方
六
時

か
ら
朝
八
時
ま
で
の
間
、
噴
き
上

げ
る
温
泉
水
を
た
だ
捨
て
て
い
る
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だ
け
で
は
、
も
っ
た
い
な
い
と
思

う
の
で
あ
り
ま
す
。
一
時
間
で
約

三
千
リ
ッ
ト
ル
、
開
園
し
て
い
な

い
時
間
帯
十
四
時
間
お
湯
を
貯
め

る
と
な
る
と
四
万
二
千
リ
ッ
ト
ル

に
も
な
り
ま
す
。

　

鹿
部
町
は
温
泉
の
町
で
も
あ
り

ま
す
。
一
般
家
庭
に
温
泉
水
を
売

る
こ
と
に
よ
り
、
た
だ
捨
て
て
い

る
温
泉
水
の
有
効
利
用
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り

ま
す
が
、
町
長
の
考
え
方
を
お
伺

い
致
し
ま
す
。
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老
人
い
こ
い
の
家
の
無
料
化
に

つ
い
て
で
、
ご
ざ
い
ま
す
が
、
結

論
か
ら
申
し
上
げ
ま
し
て
、
建
て

替
え
と
な
る
新
し
い
、
い
こ
い
の

家
の
入
浴
料
金
は
、
現
時
点
で
は

有
料
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

今
ま
で
の
行
財
政
改
革
で
の
論

議
や
、
議
員
皆
様
方
と
の
協
議
に

お
い
て
も
有
料
に
す
る
と
い
う
意

見
が
多
く
あ
り
ま
す
し
、
建
物
等

は
町
で
建
て
ま
す
が
、
で
き
れ
ば

維
持
管
理
費
の
一
部
は
利
用
者
に

負
担
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
当
初
老
人
い
こ
い
の
家

建
設
に
あ
た
り
無
料
と
し
た
理
由

で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
施
設
は
、

昭
和
五
十
年
三
月
に
完
成
し
た
も

の
で
あ
り
、
当
初
の
こ
と
は
あ
ま

り
承
知
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
管

理
条
例
の
中
に
、「
地
域
の
老
人

に
対
し
て
健
康
の
増
進
、
教
養
の

向
上
及
び
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の

た
め
の
便
宜
を
提
供
し
、
も
っ
て

老
人
に
健
康
で
明
る
い
生
き
甲
斐

の
あ
る
生
活
を
営
ま
せ
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
設
置
す
る
。」と
し
て

お
り
、
当
時
は
老
人
福
祉
対
策
の

一
環
と
し
て
健
康
な
お
年
寄
り
に

な
っ
て
も
ら
う
べ
く
、
多
く
の
方

の
利
用
を
考
え
て
無
料
と
し
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。
当
時
と
し
て

は
誠
に
的
を
得
た
政
策
で
あ
っ
た

と
推
察
し
て
お
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、

施
設
の
概
要
等
が
ま
だ
固
ま
っ
て

お
り
ま
せ
ん
し
、
老
人
ク
ラ
ブ
連

合
会
よ
り
無
料
の
継
続
要
望
書
が

提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
あ

る
程
度
計
画
が
出
来
た
段
階
で
、

老
人
ク
ラ
ブ
や
利
用
者
に
も
町
の

考
え
方
を
説
明
し
、
ご
意
見
を
伺

い
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

御
理
解
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

�
�
�
�

　

次
に
二
点
目
の
町
財
産
の
再
利

用
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

公
有
財
産
の
う
ち
の
普
通
財
産

に
係
る
有
効
利
用
に
関
し
て
の
ご

質
問
と
思
い
ま
す
。
町
で
は
、
現

在
町
民
の
皆
さ
ん
他
に
九
十
件
の

町
有
地
を
貸
し
付
け
し
て
お
り
、

本
人
の
要
望
が
あ
れ
ば
議
会
の
承

認
を
得
た
う
え
で
必
要
部
分
に
つ

い
て
は
売
却
を
実
施
し
て
き
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
遊
休
地
に
つ
い

て
も
、
今
後
希
望
が
あ
れ
ば
売
却

に
つ
い
て
の
話
し
合
い
に
応
じ
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、

町
内
で
は
、
現
在
、
鹿
部
バ
イ
パ

ス
事
業
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
将

来
は
代
替
地
と
し
て
確
保
す
る
必

要
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
や
、
個
人

の
財
産
形
成
と
な
る
よ
う
な
売
却

に
な
ら
な
い
よ
う
慎
重
に
対
応
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

�
�
�
�

　

次
に
、
間
歇
泉
公
園
の
温
泉
水

の
新
た
な
利
用
に
つ
い
て
で
ご
ざ

い
ま
す
。
間
歇
泉
は
約
十
分
に
一

回
噴
き
上
げ
、
一
回
当
た
り
約
五

百
リ
ッ
ト
ル
の
湯
量
が
あ
り
、
営

業
時
間
外
で
あ
れ
ば
竹
ヶ
原
議
員

の
言
わ
れ
る
と
お
り
、
温
泉
水
の

販
売
も
十
分
可
能
な
湯
量
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
は
、
各

家
庭
に
浴
室
が
あ
り
な
が
ら
、
開

放
感
や
リ
ラ
ッ
ク
ス
を
求
め
て
、

大
型
温
泉
施
設
へ
出
か
け
る
度
合

い
が
多
い
こ
と
や
、
間
歇
泉
の
泉

質
は
、
浴
槽
に
ス
ケ
ー
ル
の
付
着

や
着
色
な
ど
が
予
想
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
自
宅
で
の
利
用
を
差
し
控

え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
な
ど
、

利
用
者
が
い
る
か
ど
う
か
の
不
安

材
料
が
あ
り
ま
す
し
、
販
売
す
る

た
め
の
設
備
投
資
や
人
件
費
な
ど

も
発
生
す
る
こ
と
か
ら
慎
重
に
考

え
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、

間
歇
泉
公
園
は
当
町
の
観
光
拠
点

で
あ
り
ま
す
の
で
、
今
後
、
町
民

皆
様
方
の
ご
意
見
を
伺
い
な
が
ら

施
設
の
充
実
を
図
っ
て
参
り
た
い

と
思
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解
を
願

い
た
い
と
存
じ
ま
す
。
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老
人
い
こ
い
の
家
の
無
料
化
に

つ
い
て
は
、
住
民
の
立
場
に
た
っ

た
考
え
方
や
、
町
の
老
人
福
祉
の

目
玉
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
に

な
る
の
か
、
お
伺
い
し
た
い
。

�
�
�
�

　

間
歇
泉
公
園
の
温
泉
水
も
鹿
部

町
の
観
光
の
目
玉
に
な
る
の
で
は

な
い
か
。
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行
財
政
改
革
の
中
で
検
討
し
、

高
齢
者
の
皆
さ
ん
に
も
一
部
負
担

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
が
、
高
齢
者
の
方
々
へ
老
人

い
こ
い
の
家
の
建
設
費
・
維
持
管

理
費
等
を
説
明
し
、
ご
意
見
を
伺

っ
て
ま
い
り
た
い
。

�
�
�
�

　

温
泉
水
の
利
用
に
つ
い
て
は
、

町
づ
く
り
の
一
つ
の
方
策
と
し
て

研
究
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
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以
上
五
会
計
の
平
成
十
六
年
度

決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、
本
会
議

初
日
に
、
議
長
を
除
く
議
員
で
構

成
す
る
決
算
審
査
特
別
委
員
会
を

設
置
し
、
翌
日
開
催
し
た
同
委
員

会
で
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
い

ず
れ
の
会
計
も
認
定
す
べ
き
も
の

と
決
定
さ
れ
、
本
会
議
に
お
い
て

委
員
長
報
告
が
な
さ
れ
満
場
一
致

で
認
定
し
た
。

　

な
お
、
各
会
計
の
決
算
状
況
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

���������	
�

歳入歳出差引歳　出　総　額歳　入　総　額会　　　　　　　　計
��，���，����，���，���，����，���，���，���一　　般　　会　　計

△���，���，������，���，������，���，���国 民 健 康 保 険
特
別
会
計

�，���，������，���，������，���，���老 人 保 健
��，���，������，���，������，���，���介 護 保 険 事 業
△��，���，����，���，���，����，���，���，���　 小　 　 計　
��，���，�����，���，������，���，���収 益 的 収 支水

道
事

業
会
計 △���，���，�����，���，�����，���資 本 的 収 支

���������	


割　合決　算　額項　　　目
��．���，���，���，���地方交付税
��．�����，���，���諸　収　入
��．�����，���，���町　　　税
�．�����，���，���繰　入　金
�．�����，���，���町　　　債
�．����，���，���道 支 出 金
�．����，���，���国庫支出金
�．����，���，���使用料及び手数料
�．�����，���，���そ　の　他
���．���，���，���，���合　　　計

割　合決　算　額項　　　目
��．�����，���，���諸　　費
��．�����，���，���総　務　費
��．�����，���，���土　木　費
��．�����，���，���公　債　費
�．�����，���，���民　生　費
�．�����，���，���教　育　費
�．�����，���，���消　防　費
�．�����，���，���衛　生　費
�．�����，���，���そ　の　他
���．���，���，���，���合　　　計

������������� �������������

�� ��単位：円／％ 単位：円／％

　　単位：円
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鹿
部
町
の
地
域
防
災
計
画
に
つ

い
て

�
�
�
�
�
�

　

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

�
�
�
�
�

　

担
当
課
よ
り
説
明
を
受
け
、
屋

外
拡
声
機
設
置
箇
所
視
察
後
、
質

疑
を
行
っ
た
。

�
�
�
�
�

　

現
在
の
防
災
計
画
は
、
平
成
十

年
度
の
災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ

き
、
平
成
十
一
年
度
に
策
定
。
今

回
、
行
政
組
織
の
改
正
や
国
・
道

の
組
織
改
革
等
に
よ
り
、
平
成
十

八
年
三
月
頃
を
目
途
に
全
面
修
正

す
る
予
定
。

　

そ
の
他
と
し
て
、
近
隣
町
村
の

合
併
に
よ
り
、
駒
ヶ
岳
火
山
噴
火

町
相
互
間
地
域
防
災
計
画
に
つ
い

て
も
修
正
予
定
。
ま
た
、
職
員
駒

ヶ
岳
火
山
災
害
対
策
計
画
に
つ
い

て
も
行
政
組
織
の
改
正
に
よ
り
見

直
し
作
業
を
行
っ
て
い
る
。

　

現
在
の
駒
ヶ
岳
の
火
山
活
動
は
、

静
穏
に
経
過
し
て
お
り
、
火
山
性

微
動
も
な
い
が
、
噴
煙
に
つ
い
て

は
、
平
成
十
五
年
九
月
以
降
弱
い

噴
煙
が
し
ば
し
ば
観
測
さ
れ
て
い

る
。
専
門
家
の
話
で
は
、
大
規
模

に
噴
火
す
る
可
能
性
は
低
い
と
い

う
一
方
、
自
然
と
い
う
駒
ヶ
岳
の

状
況
が
変
わ
る
可
能
性
も
否
定
で

き
な
い
と
話
し
て
い
る
。

　

今
回
の
駒
ヶ
岳
演
習
場
周
辺
無

線
放
送
施
設
設
置
事
業
費
は
、
二

億
二
千
六
百
四
十
二
万
六
千
円
を

見
込
み
国
庫
補
助
金
と
し
て
七
五

パ
ー
セ
ン
ト
が
賄
わ
れ
、
残
り
を

地
方
債
と
一
般
財
源
で
補
い
、
平

成
十
九
年
十
二
月
ま
で
に
は
全
て

完
成
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

現
在
、
屋
外
に
設
置
さ
れ
て
い

る
防
災
無
線
拡
声
器
は
、
二
十
九

箇
所
に
設
置
。
こ
の
う
ち
、
大
和

リ
ゾ
ー
ト
地
区
に
は
六
箇
所
あ
る

が
、
海
側
の
道
有
林
周
辺
に
つ
い

て
は
、
再
度
調
査
願
い
た
い
。

�
�
�
�
�

　

鹿
部
町
国
民
健
康
保
険
事
業
勘

定
特
別
会
計
の
財
政
状
況
に
つ
い

て
�
�
�
�
�
�

　

平
成
十
七
年
七
月
二
十
日

�
�
�
�
�

　

担
当
課
よ
り
説
明
を
受
け
、
質

疑
を
行
っ
た
。

�
�
�
�
�

　

平
成
十
六
年
度
の
歳
入
六
億
四

千
三
百
七
十
三
万
四
千
円
に
対
し
、

歳
出
六
億
六
千
四
百
八
十
三
万
円

で
、
二
千
一
百
九
万
六
千
円
の
赤

字
決
算
と
な
り
、
前
年
度
の
約
二

倍
の
赤
字
額
と
な
る
。

　

財
政
調
整
基
金
に
つ
い
て
は
、

平
成
九
年
度
に
九
千
二
百
万
円
で

あ
っ
た
も
の
が
、
平
成
十
五
年
度

に
は
、
底
を
つ
き
残
高
無
し
。
こ

の
た
め
、
赤
字
分
を
翌
年
度
の
予

算
で
賄
っ
て
い
る
。

　

普
通
調
整
交
付
金
は
、
保
険
税

の
徴
収
率
が
八
八
。
五
六
パ
ー
セ

ン
ト
と
な
る
こ
と
か
ら
、
国
か
ら

の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
と
し
て
九
パ
ー
セ

ン
ト
（
約
六
百
万
円
）
交
付
金
が

減
額
さ
れ
、
七
千
二
百
七
十
九
万

九
千
円
、
特
別
調
整
交
付
金
は
、

二
百
八
十
一
万
二
千
円
交
付
さ
れ

る
が
、
十
八
年
度
か
ら
廃
止
さ
れ

る
。

　

国
保
加
入
率
は
、
人
口
の
五
八

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
加
入
し
て
お

り
、
微
増
傾
向
に
あ
る
。

　

療
養
給
付
費
の
被
保
険
者
の
医

療
費
負
担
は
三
割
で
、
残
り
七
割

二
億
六
百
三
十
二
万
三
千
円
を
負

担
。
一
人
当
た
り
の
医
療
費
は
、

一
般
被
保
険
者
で
十
三
万
二
千
九

百
三
円
、
退
職
者
被
保
険
者
二
十

四
万
五
千
九
百
八
十
三
円
と
な
る
。

　

老
人
保
健
拠
出
金
は
、
一
般
財

�
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源
の
負
担
割
合
約
五
割
で
平
成
十

六
年
度
で
は
、
一
億
二
十
八
万
五

千
円
。
平
成
十
二
年
度
か
ら
開
始

さ
れ
た
介
護
納
付
金
は
、
十
三
年

度
か
ら
十
六
年
度
ま
で
に
一
千
二

百
四
十
二
万
二
千
円
不
足
と
な
っ

て
い
る
。

収納率未収額収納額調定額科　　　　目

�����％����������円�����������円����������	円医療給付費現年課税分一
般
分 �����％���������円����������円����������円介護納付金現年課税分

������％�円����������円����������円医療給付費現年課税分退
職
者
分 ������％�円�������円�������円介護納付金現年課税分

�����％����������円�����������円�����������円合　　　　計

��������	
��
��
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こ
れ
ら
の
原
因
と
し
て
は
、
国

民
健
康
保
険
税
・
介
護
納
付
金
の

滞
納
や
保
険
税
の
収
納
率
が
九
三

パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回
る
こ
と
に
よ

り
、
国
か
ら
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
と
し

て
交
付
金
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
。

更
に
老
人
保
健
拠
出
金
の
医
療
費

の
増
加
に
伴
う
町
負
担
の
増
が
上

げ
ら
れ
る
。

　

国
民
健
康
保
険
税
の
収
納
状
況

は
、
医
療
・
介
護
併
せ
て
二
億
四

千
百
四
十
九
万
三
千
九
百
六
十
九

円
、
率
に
し
て
八
八
。
五
六
パ
ー

セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

　

平
成
十
七
年
五
月
末
ま
で
の
滞

納
状
況
は
三
五
九
人
で
滞
納
額
は

一
億
九
千
九
百
六
万
五
千
六
百
三

十
九
円
、
五
〇
万
円
以
上
の
高
額

滞
納
者
は
一
四
六
人
で
、
一
億
五

千
七
百
四
十
六
万
六
千
円
の
滞
納

が
あ
り
、
滞
納
者
全
体
の
八
〇

パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。

　

漁
業
不
振
に
関
わ
ら
ず
、
国
民

の
義
務
と
し
て
、
滞
納
者
に
対
す

る
保
険
証
の
交
付
方
法
や
職
員
の

徴
収
に
対
す
る
意
識
改
革
も
含
め

十
分
協
議
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
医

療
費
抑
制
の
た
め
、
保
健
事
業
に

積
極
的
に
取
り
組
ま
れ
た
い
。

��������������������	
�

（開催日が近くなりましたら町防災無線でお知らせします。）
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傍聴席の入り口にある傍聴人名簿に住所と氏名を記入するだけです。
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　去る８月２２日札幌市において、議会広報研修会が

開催され、当町の議会だより編集委員２名も参加し

議会広報の作り方等について研修しました。

　この研修会は毎年開催され、全道の議会広報担当

者の研修として、２２日は道南・道央、２３日道東・道

北に分かれ、２２日の研修には３１３名の議員等が参加

しました。

　今回の研修は、広報プランナー（企画・立案）の

和田雅之氏を講師として、読者の要望をどうとらえ

るか等の研修をしてきました。
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